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女
性
の
人
権
問
題
解
消
に
向

け
、
電
話
相
談
の
強
化
週
間
を
実

施
し
ま
す
。期
間
中
、平
日
は
時
間

を
延
長
し
19
時
ま
で
、ま
た
土
・
日

曜
日
も
相
談
を
受
け
ま
す
。
相
談

は
無
料
、秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
相
談
内
容　

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・

バ
イ
オ
レ
ン
ス
、セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、ス
ト
ー
カ
ー
、
離
婚
問

題
、
暮
ら
し
の
悩
み
ご
と
な
ど
女

性
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

■
実
施
期
間　

11
月
18
日（
月
）〜

11
月
24
日（
日
）ま
で
の
７
日
間

■
受
付
時
間　
８
時
30
分
〜
19
時

※
土
・
日
は
10
時
〜
19
時

■
場
所　

高
知
地
方
法
務
局

　　　　　　　

人
権
擁
護
課

※
土
・
日
は
高
松
法
務
局
人
権
擁
護
部

■
電
話
相
談
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（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
利
用
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
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一
人
暮
ら
し
な
ど
の
理
由
で
、

自
身
の
葬
儀
・
納
骨
や
リ
ビ
ン
グ

ウ
ィ
ル（
延
命
治
療
ま
た
は
終
末
期

医
療
に
関
す
る
意
思
確
認
）に
つ
い

て
、
不
安
の
あ
る
高
齢
者
の
方
々

を
支
援
し
ま
す
。

■
内
容

　
●　

終
活
に
向
け
た
計
画
の
作
成
支
援

　
●　

葬
儀
・
納
骨
・
遺
品
整
理
な
ど
に

つ
い
て
の
相
談
・
情
報
提
供

　
●　

延
命
治
療
や
終
末
期
医
療
等
に

関
す
る
要
望
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
な
ど

※
こ
の
事
業
は
、市
が
補
助
金
な
ど
を
支
給

す
る
も
の
で
は
な
く
、契
約
に
か
か
る
費
用

は
自
己
負
担
で
す

■
対
象

　
　

市
内
在
住
の
一
人
暮
ら
し
の
高

齢
者
な
ど（
高
齢
夫
婦
、兄
弟
姉
妹

な
ど
も
含
む
）

※
別
居
家
族
の
有
無
、収
入
・
資
産
は
関
係

あ
り
ま
せ
ん

◆
終
活
講
座

　

あ
な
た
ら
し
い
最
期
の
選
び
方

〜
自
分
ら
し
い
最
期
を
迎
え
る
た
め
に
〜

　
　

延
命
治
療
っ
て
何
？
終
末
期
医

療
っ
て
？
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
け

ど
、詳
し
く
知
ら
な
い
。自
分
ら
し

い
最
期
を
選
ぶ
に
は
、ま
ず
は
知

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
　

誰
も
が
直
面
す
る
か
も
し
れ
な

い
、
人
生
の
終
末
期
に
訪
れ
る
医

療
に
つ
い
て
、実
体
験
を
交
え
な
が

ら
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
て
く

れ
ま
す
。ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

12
月
５
日（
木
）

　　　　　　　

10
時
〜
11
時
30
分

■
場
所　

の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
２
階　

第
１
・
２
研
修
室

■
講
師

　　

高
知
大
学
医
学
部
附
属
病
院

　　

緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー　

看
護
師

　　

弘
末
美
佐
さ
ん

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

　
　

10
月
か
ら「
消
費
税
軽
減
税
率

制
度
」が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

こ
の
制
度
で
は
、
軽
減
税
率
対

象
品
目
の
売
り
上
げ
が
な
く
て

も
、
会
議
費
や
交
際
費
等
と
し
て

飲
食
料
品
を
購
入
す
る
場
合
に
は

区
分
経
理
（
記
帳
）
を
行
い
、こ
れ

に
基
づ
き
消
費
税
申
告
書
を
作
成

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
　

説
明
会
で
は
、
日
々
の
記
帳
か

ら
決
算
処
理
、
申
告
書
作
成
ま
で

一
連
の
流
れ
を
具
体
的
に
、
分
か

り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。す
べ
て
の

事
業
所
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

■
日
時

　　

11
月
７
日（
木
）、11
月
22
日（
金
）、

12
月
６
日（
金
）、12
月
20
日（
金
）、

い
ず
れ
も
13
時
30
分
〜
15
時

■
場
所

　　

南
国
市
大
埇
甲
一
五
九
二
ー
二

　　

南
国
税
務
署　
２
階　
会
議
室

■
問
い
合
わ
せ

　　

南
国
税
務
署　
法
人
課
税
部
門
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今
年
の
テ
ー
マ
は「
く
ら
し
を
支

え
る
税
」で
す
。香
南
市
・
南
国
市
・

香
美
市
・
本
山
町
お
よ
び
大
豊
町

の
小
・
中
学
生
が
書
い
た
、税
に
関

す
る
習
字
・
図
画
な
ど
約
90
点
を

展
示
し
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。入
場
無
料
。

■
展
示
期
間

　　

11
月
11
日（
月
）〜
17
日（
日
）

■
場
所

　　

サ
ニ
ー
ア
ク
シ
ス
南
国
店

　　

南
国
市
大
埇
乙
一
〇
〇
九
ー
一

■
問
い
合
わ
せ

　　

南
国
税
務
署　

総
務
課
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国
の
教
育
ロ
ー
ン
は
、高
校
や
大

学
等
へ
入
学
・
在
学
す
る
お
子
さ
ま

を
お
持
ち
の
ご
家
庭
を
対
象
と
し

た
、公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

　
　

詳
細
は「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」で

検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
融
資
額　

お
子
さ
ま
一
人
に
つ
き

　　　　　　　　　

350
万
円
以
内

■
利
率　

年
１
・
７
１
％（
固
定
金
利
）

※
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
、世
帯
年
収
200
万

円
以
内
の
方
な
ど
は
、年
１
・
３
１
％

■
返
済
期
間　

15
年
以
内

※
交
通
遺
児
家
庭
、母
子
・
父
子
家
庭
、世
帯

年
収
200
万
円
以
内
の
方
な
ど
は
、18
年
以
内

■
融
資
資
金
の
使
い
み
ち　

入
学

金
、
授
業
料
、
教
科
書
代
、ア
パ
ー

ト
・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
金
・
家
賃
な
ど

■
返
済
方
法

　　

毎
月
元
利
均
等
返
済

　　
（
ボ
ー
ナ
ス
時
増
額
返
済
も
可
）

■
問
い
合
わ
せ

　　

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
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■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

http
s://w

w
w
.jfc.g

o
.jp
/n/fi

n
an
ce
/se
arch/ip

p
an
.htm
l

　
　
「
児
童
扶
養
手
当
法
」が
改
正

さ
れ
、２
０
１
９
年
11
月
支
払
い
分

の
児
童
扶
養
手
当
か
ら
支
払
回
数

が
変
更
に
な
り
ま
す
。

※
支
払
月
が
変
わ
る
２
０
１
９
年
11
月
の

支
払
い
は
、同
年
８
月
分
か
ら
同
年
10
月
分

ま
で
の
３
カ
月
分
が
支
払
わ
れ
ま
す
。こ
れ

以
降
は
１
・
３
・
５
・
７
・
９
・
11
月
の
年
６
回
、

そ
れ
ぞ
れ
の
支
払
月
の
前
月
ま
で
の
２
カ

月
分
が
支
払
わ
れ
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
福
祉
事
務
所

市
役
所
新
庁
舎
の
記
事
、興
味
深
く
読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
日
に
日
に
高
く
な
っ
て
ゆ
く
建
物
に
、立
派
な
も
の
だ
な
あ
、中
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
私
に
と
っ
て
は
タ
イ
ム
リ
ー
で
し
た
。
１００
年
も
も
つ
建
物 

↓ （
13
ペ
ー
ジ
へ
）

広

報

へ

の

ご

意

見

↓ 

な
の
で
す
ね
。１００
年
後
、私
は
も
う
い
ま
せ
ん
が
香
南
市
が
ど
ん
な
街
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。今
も
住
み
よ
い
街
だ
と
思
い
ま
す
が
、よ
り
住
み
良
く
美
し
い
街
に
な
っ
て
い
た
ら
い
い
な
あ
、と
思
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

C
相 談

counseling

相 談

　
　

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

　
　

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　
　
　
　

終
活
サ
ポ
ー
ト
事
業

　
　
　
　

始
ま
り
ま
す

S
高齢者高齢者

senior citizen

国
の
教
育
ロ
ー
ン

E
教 育

education

教 育

急性または亜急性（急性に次ぐ）の外傷性傷

病の場合は、国民健康保険が適用されます。

次のような場合は、国民健康保険が適用さ

れず、施術費用が全額自己負担になります。

●　問い合わせ　●　市民保険課　☎57-8506

　
　

児
童
扶
養
手
当
の
支
払
い

　
　

回
数
が
変
更
に
な
り
ま
す

W
福 祉

W e l f a r e

福 祉

　
　
　

消
費
税
軽
減
税
率
制
度

　
　
　

説
明
会
に
つ
い
て

T
税 金

T  a  x

税 金

　
　

１１
月
１１
日
〜
１７
日
は

　
　
「
税
を
考
え
る
週
間
」
で
す

◆日時／１２月２１日（土）１０：００～１１：３０

◆場所／夜須公民館２階　大研修室

◆対象／５歳以上で、市内在住・在勤・在学の方

※未就学児は保護者同伴。１１月１５日（金）まで

　に定員に達しない場合は市外の方も可

◆講師／下元　真世さん

（筆の友書道会正会員、真世書道教室主宰）

◆定員／１２人　　　◆受講料／６００円

◆持ち物　書道セット一式

◆申込み締切り／１２月７日（土）

◆申込み・問い合わせ／

　　　　　　夜須公民館☎５４-２１２１

カレンダー作り教室書書道を

習ってって

※未就

に定

◆講
（筆の

◆定

◆持

◆

◆

　

※画像はイメージです

書道を学びながら、２０２０年をどんな

１年にしたいか、カレンダーに一筆してみませんか？

●　夜須公民館の催し物案内　●

▶療養費支給申請書には、必ず自署ま
　たは捺印が必要です。

　　療養費支給申請書は、患者が柔道整復

師に保険請求を委任するものです。記

載内容を確認し、本人による署名または

捺印をしましょう。

▶領収書は必ず保管しておきましょう。
　　医療費通知で受診内容（金額と日数）を

確認しましょう。また、領収書は高額療養

費・医療費控除を受ける際にも必要とな

りますので、大切に保管をお願いします。

接骨
院・整

骨院

にかか
る前に

　まず
チェッ

ク！

が「

初診時に、負傷原因を正確に伝えてください

●　スポーツなどによる、打撲やねんざ

●　挫傷（肉ばなれ等）

●　骨折、脱臼の応急措置

●　医師の同意がある場合の骨折、脱臼の施術

●　日常生活における疲れや肩こり

●　スポーツなどによる肉体疲労

●　脳疾患後遺症などの慢性病

●　神経痛、リウマチ、慢性関節炎

●　加齢による腰痛や五十肩の痛み

●　交通事故の場合

●　労災保険の対象となる仕事中や通勤途中の負傷

国民健康保
険が

る場合

国民健康保険では、医療費の適正な

給付に努めています。請求内容に誤り

がないかを確認するために、市から負傷

原因や施術内容について、文書や電話などでお問い

合わせすることがありますので、ご協力ください。

適正給付

にご協力

ください！

国民健康保
険が

　 い場合

支払月（支払日） 支払対象月

令和元年１１月
（１１月１１日）

８・９・１０月分

支払額

世帯状況および
平成２９年分所得等
により決定した額

令和２年１月
（１月１０日）

１１・１２月分
世帯状況および
平成３０年分所得等
により決定した額

令和２年３月
（３月１１日）

１・２月分 〃
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